
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市住宅供給公社本社ビル自動火災報知設備更新工事仕様書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工期 

契約締結日の翌日から令和８年７月３１日まで 

 

仕様書リスト 

・京都市住宅供給公社本社ビル自動火災報知設備更新工事仕様書 

・付近見取り図 

・参考 既設感知器等設置図 

・参考 消防用設備等点検結果報告書（令和７年３月３１日実施分） 

  



１ 件名 

京都市住宅供給公社本社ビル自動火災報知設備更新工事 

 

２ 工事場所 

京都市上京区中町通丸太町下る駒之町５６１番地１０ 

京都市住宅供給公社 本社ビル 

 

３ 工期 

契約締結日の翌日から令和８年７月３１日まで 

 

４ 工事仕様 

 ⑴ 概要 

京都市住宅供給公社本社ビルの火災受信機及び感知器等を更新するものである。以下

に示す既設仕様と同等以上の物品を調達し、搬入・設置の上、試験調整を行うものとす

る。また、火災受信機及び感知器等の撤去及び処分を含むものとする。 

 ⑵ 施工 

ア 本工事の実施にあたっては、契約書をはじめ必要な関係法令等を遵守すること。 

イ 設置作業を行う技術員について、受注者は「消防設備士甲種第四類」及び必要な資

格を有した者の監督の下で実施すること。 

ウ 設置の際に必要な消防署手続及び立会い事前申請等、手続きがある場合は受注者が

行うこと。 

エ 受注者は、工事の履行上の管理を行う業務責任者を配置すること。また、建設業法

第２６条の規定による電気工事に係る主任技術者又は監理技術者を配置すること。 

オ 新たに設置する火災受信機及び感知器及び設置作業に使用する雑材等すべてが新品

かつ、「５ 機器等」仕様の同等以上であり、残置設備と互換性があること。 

カ 施工にあたっては、作業計画書を作成のうえ、公社の承認を受けること。 

キ 取替に伴う配線等の延長及び選定した機器等による既存開口部との隙間や開口部の

加工処理、既設機器の撤去及び処分を本工事に含むものとする。また、工事開始前に

更新対象となる機器の回路等に不具合がある場合は、その是正工事も本工事に含める

こと。 

ク 受信機から機械警備遠隔監視装置までの配線接続を行い、信号が伝達できるように

すること。 

ケ 作業前・作業後は必ず機械警備遠隔監視業者へ連絡すること。 

コ 資材搬入は、事前に公社の担当者と協議のうえ決定すること。また工事の実施及び

資材搬入時間は午前９時から午後５時までの間とする。 

サ 設置作業にあたっての安全管理については、受注者の負担で安全確保に必要な措置

を講じること。また、設置作業により生じた施設設備、電気機器等への不具合や事故

については、受注者の負担において適切な処置を行い、速やかに公社に報告するこ

と。受注者は作業の安全管理を受注者の責任で行い、公社はその責を負わない。 

シ 工事の実施については、公社の業務への影響を最小限にするため、原則、土曜及び

日曜日とする。ただし、３階サーバー室については、別途、公社担当者と協議のう

え、決定すること。 

ス 作業中は粉塵の飛散に十分注意し、必要な養生を行うこと。 

セ 各フロアの工事終了時には、その都度片付け及び清掃を行うこと。万が一、残した

資材・工具等に破損等があった場合、公社はその責を負わない。 



ソ 撤去した既設機器の廃棄等について、関係法令を遵守し、適正に処理すること。 

 タ 現場施工について、作業計画書に沿って実施されているかを管理し、作業の進捗

状況について、公社担当者へ報告すること。また作業において公社担当者が施工方

法等の確認を行う場合がある。 

チ 停電及び公社の業務機能を停止する必要がある場合は、事前に公社担当者と協議

し、了承を得たうえで事故、紛争等を防止すること。 

ツ 作業車、運搬車両等の駐車場所、資材置場及び搬出物の仮置き場等の敷地内におけ

る必要な場所の確保については、事前に公社担当者と協議すること。 

テ 公社の所有物及び第三者に与えた損傷若しくは障害については、速やかに公社に報

告のうえ、受注者の責任において原状回復を行い、その費用については受注者が賠償

すること。 

ト 受注者は、本工事に関わる範囲以外の場所に、無断で立ち入ってはならない。 

 ⑶ 工事完了 

ア 工事完了後に完成図書及び完成図を作成し、施工写真と合わせて公社に提出する

こと。なお、完成図は火災受信機及び感知器等の個数と設置場所が分かるように

作成すること。 

イ 受注者は、本工事完了後、速やかに公社担当者の検収を受けること。検収の結

果、補修等が必要と認められる場合は、受注者は直ちに補修等を行い、再度検収

を受けること。 

 ⑷ その他 

ア 受注者は、契約履行中に知り得た公社の秘密に属する事項を、第三者に漏らしては

ならない。 

イ 工事の実施に関し、受注者が本仕様書の内容に違反したと認められる場合は、公社

は本工事の全部若しくは一部について、中止を命ずることができる。 

ウ 入札にあたり、事前に現場調査の実施を希望する場合は、その旨公社へ申し出るこ

と。 

エ 実際の機器の位置及び数量等が図面と相違があった場合は、現状を優先すること。 

オ 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、双方協議のうえ決

定する。 

 

５ 機器等（詳細は別紙「消防用設備等点検結果報告書」のとおり） 

  既設機器のうち、防火扉のラッチは更新せずにそのまま使用する。 

 ⑴ 既設火災受信機の仕様 

  ・製 造 者：ニッタン株式会社 

  ・製 造 年 月：1979 年 7 月 

  ・型 名：PR-1NK 

  ・型 式：交流 100V、外部配線抵抗 50Ω 

  ・型 式 番 号：受第 50-6 号 

  ・回 線 数：10L 

  ・予備電池容量：密閉型 Ni-Cd 蓄電池 24V1.2Ah 

  ・感知器接続可能個数：熱式 所要数 

         煙式 イオン化式・光電式 各最大 20個／1L 

 ⑵ 既設防災連動制御盤の仕様 

  ・製 造 者：ニッタン株式会社 

  ・製 造 年 月：1979 年 7 月 

  ・製 品 記 号：NSS-12F-15L 

  ・予 備 電 源：密閉型 Ni-Cd 電池 24V1.2Ah 

  ・適用感知器：熱式 所要数 

         煙式 NID-48D 最大 20 個／1L 



            3Kb   最大 10 個／1L 

 ⑶ 既設感知器等の仕様 

  ・熱 感 知 器：スポット型 差動、定温（再） 

  ・煙 感 知 器：スポット型 イオン 

 ⑷ その他 

  ・発 信 機：火災報知器 P-1（埋込型） 

  ・音 響 装 置：壁直付 一斉鳴動方式 

 

６ 機器の設置 

  設置場所は既設機器の設置場所とする。 

 

７ 動作確認 

 ・ 火災受信機及び感知器等の取替後、動作確認を行い、正常に作動することを確認する

こと。 

 ・ 火災受信機及び感知器等の取替後、消防署による立会検査を行い、検査終了後、消防

署からの検査済証を提出すること。 

 

８提出書類 

 ⑴ 契約締結時の提出書類 

  ・着手届 

  ・配置業務責任者・技術者等選任通知書 

  ・予定工程表 

 ⑵ 工事着手前の提出書類 

  ・施工体制表及び連絡体制表 

  ・作業計画書 

  ・納入仕様書 

  ・実施工程表 

  ※ 工事の一部を第三者に委託する場合は、次の書類を提出すること 

   ・再委託事前承諾申請書 

・暴力団と排除に関する誓約書（再委託契約受注者が京都市競争入札名簿に登載がない場合のみ）  

 ⑶ 工事完了後の提出書類 

  ア 完成図書 

   ・官公庁届出書の写し 

   ・出荷証明書 

   ・取扱説明書及び保証書 

   ・試験成績表 

   ・完了届 

   ・打合せ記録 

   ・施工写真 

   ・産業廃棄物管理票の写し（電子マニフェスト可） 

  イ 完成図 

   ・電子データ（図面はＰＤＦデータ） 

   ・製本（Ａ３縮版）１部 

 

９ 支払条件 

工事完了確認後に支払うものとする。ただし、請負代金の４割を超えない範囲内（中間

前金払については２割を超えない範囲内）で前払金の支払を請求することができる。 

以上 



 

 

 

 

 

 京都市住宅供給公社 本社付近見取り図 

 



 



■１階平面図

■地下１階平面図

京都市住宅供給公社　本社間取り図

地下１階・１階平面図

【凡例】 熱感知器 避難経路 防火扉

誘導灯 煙感知器 消火器設置場所 火災報知器



■３階平面図

■２階平面図

京都市住宅供給公社　本社間取り図

２階・３階平面図

【凡例】 熱感知器 避難経路 防火扉

誘導灯 煙感知器 消火器設置場所 火災報知器



■屋上平面図

■４階平面図

京都市住宅供給公社　本社間取り図

４階・屋上平面図

【凡例】 熱感知器 避難経路 防火扉

誘導灯 煙感知器 消火器設置場所 火災報知器










































